
古平町地域公共交通活性化協議会

○地域公共交通の課題
・人口減少に伴う利用率の低下、乗車人数の減少
・乗車人数の減少に伴う運行効率の低下
・経費の増大 等

○調査の主な内容
・地域公共交通計画（仮称）案の取りまとめ
・実証運行計画（案）策定及び交通事業者の負担軽減策の検討
・協議会、分科会の開催

○地域公共交通の現況
・中央バス 幹線バス１路線（積丹線）
・コミュニティバス（１路線）
・スクールバス（２路線）
・福祉有償運送（３事業者）

古平町

概 要

平成３１年４月１１日設置

○地域公共交通活性化協議会開催状況
令和３年３月 第１回協議会（予定） ・地域公共交通計画（案）のとりまとめ

・古平町は、積丹半島の東側中央部に位置し、北は日本海に面し、東・南・西の３方向は山地を介して余市町など６市町村と接している。行政区域面積は１８８．３６ｋ㎡で、町
を南北に縦貫する古平川河口周辺と、西北部を流れる丸山川沿いに人口が集中している。また、古平町の人口は平成２２年の３，６１１人に対して平成２７年では３，１８８人
に減少しており、人口減少と高齢化が進行している。
・地域間バス路線は、国道２２９号を経路とする中央バス積丹線（１路線）が運行されている。町内はコミュニティバス・スクールバスを運行しており、自己で交通手段を持たな
い町民の移動手段となっている。しかし、幹線である中央バスの維持が困難になっていること、高齢化や人口減少に伴うコミュニティバスの利用者減少などの問題が発生し
ている。



平成○○年○月○○日設置
古平町地域公共交通活性化協議会 計画策定に係る事業の取組状況

・幹線バスの運行効率化（減便等）に合わせた町外デマンド交通の実施可能性を検討した。●事業の結果概要

●幹線バス運行合理化案

・余市協会病院を主な目的地として、積丹線の減便対象時刻や
運行空白時間帯に運行するように時刻を設定
・東部地区については、予約に応じて運行ルートを変更し対応
する。
・西部地区については、町内デマンド交通との接続を想定して
いる。

●検討結果

●町外デマンド交通時刻設定（案）

古 平 役 場 前 ８：３０ １１：３０
余市協会病院前 ９：０５ １２：０５

東 部 地 区
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～
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～

１１：３０

運行地域 １便 ２便

▼余市協会病院行きの時刻表

古 平 牧 場 前 ８：１５ １１：１５

古 平 牧 場 前 １０：４５ １７：５０

余市協会病院前 ９：５５ １７：００

東 部 地 区

１０：３０
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古 平 役 場 前 １０：３０ １７：３５

▼古平町行きの時刻表

運行地域 １便 ２便
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・町内、町外デマンド交通の実施について、運行ダイヤの検討を行った。●事業の結果概要

●町内交通における時間設定の考え方 （Ｈ３０町内交通量調査）

・時刻設定にあたっては、平成３０年度に実施した利用実態
調査結果を参考としている。
・最大車内人数に応じて運行形態及び車両、運行便数を設
定する。

○調査日に最大車内人数が７人以上となっていた時間帯
には「温泉コミュニティバス（仮）」として、定時定路線の
運行を行う。既存のコミュニティバスの始発時間と合わせ
るようパターンダイヤ化を行った。
○最大車内人数の少ない時間帯については、既存の
コミュニティバスの運行時間を踏襲しつつ、温泉コミュニ
ティバスの非運行時間帯を補う形での運行を設定。

・全体計画（案）の作成について、調整がついていない事業者と引き続き協議を行い、策定に向けて意見調整を行う。
・実証運行計画（案）については、効率的な運行となるようダイヤの調整を行った。
・交通事業者の負担軽減策については、予約システムの検討や先行事例の調査を行った。
・計画の策定に向けて、本町（町民）と交通事業者双方の利益となるよう引き続き検討、調整を行っていく。

●事業の結果及び今後の対応
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〇利用実態に即した町内公共交通網の再編
コミュニティバスの利用状況調査結果から、時間帯によって最大車内人数が多い時間帯には、定時定路線の「温泉コミュニ
ティバス（仮）」を運行し、少ない時間帯にはデマンド交通を運行することで、効率的な運行を行う。

〇町民の広域的な生活行動を支える公共交通の充実
幹線バスの合理化により生じた運行空白時間帯に、場外移動支援デマンド交通を導入することで、町内だけでなく町外を
含めた広域的な公共交通を確保する。

〇立地適正化計画と連携した交通結節点の創出
役場周辺を中心拠点区域に位置づけ、国道沿いの幹線ネットワークと、幹線から離れた市街地・集落からの移動を目的と
したコミュニティバス及びデマンド交通との結節機能を担う待合い・乗り継ぎ施設を整備する。

〇町民の積極的な公共交通利用を促す利用促進策の展開
デマンド交通の導入により、自宅から直接車両に乗られるようにすることで利便性の向上を図る。また、交通結節点にバス
待合所を設置することで、快適に公共交通を利用してもらえる環境を整備する。

●地域公共交通計画等の計画策定に向けた方針

効率的で持続可能な公共交通体系の構築
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・計画案取りまとめ等の事業は適切に実施されたが、新型コロナの影響もあり協議会での検討ができなかった。

●事業実施の適切性

・事業は、計画どおり適切に実施されているものと考える。
・今後、公共交通事業の収支率や公的資金投入額などの事業効率の改善等についても検証していくことをご検討いただきたい。

●地方運輸局及び地方航空局における二次評価結果


